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用途地域・地区
改 正 決 定
特 集 号

新しい用途地域・地区が決定しました! 5 月31 日から施行
―「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例」も改正―

東京都と足立区では、平成4 年に行われた都市計画法の改正による用途地域・地区の
見直し作業を進めてきましたか、このたび新しい用途地域・地区か決定し、5 月31日付
けで告示、施行されましたのでお知らせします。

また。今回の改正にともない、「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関す
る条例」( 日影規制条例) も改正されました。

( 1) こ れま で の 経過

平成4 年 に 都 市計 画 法が 改正 され 、良 好 な住 環 境 の保 全

を主な 目 的 とし て 。新 しい 用 途地 域・地区 が 制定 され まし た。

足 立区 では 、 東 京都 の指 定 方 針 ・指定 基準 を もとに 、区

の 「 基本 構 想」、「 基本 計 画」、「 都市 計 画マ スター プ ラン 」

や まちづ く り方 針に 沿 っ た 足立 区 とし ての 指定 方 針 ・指 定

基 準を策 定 し 、こ れに よ り 作成 し た改正 素 案 を 「あ だ ち広

報」( 平 成6 年3 月31 日号) で区 民の 皆 様に お知 ら せし ま

した 。併 せ て 、区 内14 会 場 で説 明 会を 開 催し 、 多 くの ご意

見や ご要 望 をい た だ き まし た。 こ れ を もとに 足 立区 では 、

試案 を ま とめ 、 足立区 都市 計画 審 議 会の 審 議を 経 て「区案 」

を 決定し 、東 京 都へ 提出 し まし た 。こ の 「 区案 」は 、「あ

だ ち広 報 」( 平 成6 年10 月25 日号) に掲 載 し 、区 民 の皆 様 に

お知 ら せ しまし た 。

東京 都 は 、 各区 市町 か ら提 出さ れた 「区 市町 案 」 を調 整

し 、平 成7 年4 月「東 京 都素 案 」 とし て 発表し まし た。 そ

の後 、「 都素 案 」 の縦 覧や 公聴 会 を経 て 、平 成7 年9 月に

「都 市計 画案 」 を ま とめ まし た 。 そし て 。こ の 「 都市 計画

案 」 の縦 覧 を行 い 、3 月29 日に 開 催さ れ た東 京 都 都市 計画

地方 審議 会 の 審議 を 経て 、新 し い 用途 地 域 ・地 区が 決定 さ

れ まし た。

( 2) 用途地域・地区について
足立区では「基本構想」により、都市の将来像を「とき

めき ゆとり 水辺のまち あだち」と定めています。
この将来像に向けたまちづくりを進めていくうえで、最
も基本的なルール作りが用途地域・地区の指定です。

( 3) 日影規制について

住宅地における住環境を保護するため、日照を確保する

ことを目的として、敷地境界線から一定の距離( 5mと10m)
を超える範囲に一定以上の日影を生じさせないよう規制す
るものです。

〔規制の対象となる区域〕
◆ 第一種低層住居専用地域　　　 ◆ 第二種住居地域
◆ 第二種低層住居専用地域　　　 ◆ 準住居地域
◆ 第一種中高層住居専用地域　　◆ 近隣商業地域
◆ 第二種中高層住居専用地域　　◆ 準工業地域
◆ 第一種住居地域
( 商業地域、工業地域、および工業専用地域は対象外です。)

〔規制の対象となる建物〕
◆ 高さが10mを超える建物

ただし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地

域内は。軒高が7mを超える建物、または3階建て以上の建物。
今回の用途地域・地区の改正により規制時間が変更にな

った場所がありますので、ご注意ください。

( 4) その他の都市計画について
5 月31日、小台一丁目地区地区計画が告示されました。

区域= 小台一丁目、小台二丁目の各地内

● 用途地域別の主な建築物の用途制限

注) 本表は、改正後の建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。風俗営業や旅
館の営集などは、別の法律や条例で制限を受ける場合があります。

問い合せ先

足立区 都市計画課 3880- 5111㈹
災害に強いまちづ くり
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足立区用途地域・地区改正決定図
( 平成8 年5 月31日告示・施行)

足 立 区 足立区中央本町一丁目17番1 号 電話3880- 5111㈹
都市環境部 都市計画課( 内線) 24212422　

細部 不明 な点 につ い ては上 記 にお問 合 せ くださ いO
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最 低 限 高 度 地 区

世 築 勧の 高 き{ 地盤 肉か ら の商 芒} の 最低 限 度

を7m に定 め て、t 地 の 高度 利用 をM る 地 で すり

● 地 区 計両 区 域 で・は 、 崘 区毎 に 、植 築 物 等 に つ

い て の 規 飼 等 が定 め ら れ てい ま すの でご 注童 く

だ さ い

● 国 道4 号{ 千 佳 地 区 を 除 く} 環 状7 号 線 沿 道

に は 、 沿 道 螫自 計 測 に よ る 建 築 物 等 に つい て の

規 制 事 か 定 め ら れ て い ま す の で ご 注 章 くだ さ い

● 高・f地 区 地 区 計 面 内 の( ① 、 ② 、③) 　l j

、 公丈 施 畿 の 整 飼 曩 況 に よI】Zg竃 さ れ た 隈 に

酒 旧 さ れ ま すの で ご 注 意 く だ さい

● 地 域 地 区 の 填 界 線 の と り 方

地 域 地 区 の 境 界 線 で 明 示 の な い も の は

原 則 と し て 遍 路 ・ 饅 道 ・ 河 川 等 の 中 心 線

と な っ て い ま す 。

路 鎗 ま で 指 定E- の 明 苹 の な い も の は 、

す べ て 道 路 ま た は 都 市 肝 画 道 路 の 境 界 線

か ら20m で す 。

30… … 30m を 示 す( 遭 昂 等 か ら の 距 離) 50

… … 50m を 示 す( 道 路 等 か ら の 距 離) |
・} … … | 勍m を 示 す( 道 路 等 か ら の 廼 離) X

・ … … 300m を 示 すC 道 路 等 か ら の 翫 離)

匸 二 二 匸・・-… -・- … 一都 市l t 百 道 路 を 示 す

豪本図は多色刷のため多少のずれがありますのでご注意ください。

登録番号8- 87 印刷 緑川 地図印刷株式 皿社 亀 話WS- 3 甓2
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環境のよいまちづくり
◎「 あだち 広報」は再生紙 を使 用し てい ま す I　240, 000


